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令和元年第５回羽幌町議会定例会会議録 

 

〇議事日程（第２号） 

令和元年９月１２日（木曜日） 午前１０時００分開議 

 

第 １ 会議録署名議員の指名                           

第 ２ 諸般の報告                                

第 ３ 報告第 ６号 専決処分の報告について                   

           「和解及び損害賠償の額の決定について」           

第 ４ 報告第 ７号 財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の報告につい 

           て                             

第 ５ 議案第４３号 羽幌町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例  

第 ６ 議案第４４号 羽幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例        

第 ７ 議案第４５号 羽幌町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例  

第 ８ 議案第４６号 羽幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条 

           例の一部を改正する条例                   

第 ９ 議案第４７号 羽幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す 

           る基準を定める条例の一部を改正する条例           

第１０ 議案第４８号 羽幌町下水道条例の一部を改正する条例            

第１１ 議案第４９号 羽幌町水道事業給水条例の一部を改正する条例         

第１２ 議案第５０号 令和元年度羽幌町一般会計補正予算（第３号）         

第１３ 議案第５１号 令和元年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）   

第１４ 議案第５２号 令和元年度羽幌町水道事業会計補正予算（第１号）       

第１５ 同意第 ２号 羽幌町教育委員会委員の任命について             

第１６ 認定第 １号 平成３０年度羽幌町一般会計歳入歳出決算認定について     

第１７ 認定第 ２号 平成３０年度羽幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定 

           について                          

第１８ 認定第 ３号 平成３０年度羽幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に 

           ついて                           

第１９ 認定第 ４号 平成３０年度羽幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

           いて                            

第２０ 認定第 ５号 平成３０年度羽幌町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

           て                             

第２１ 認定第 ６号 平成３０年度羽幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

           いて                            

第２２ 認定第 ７号 平成３０年度羽幌町港湾上屋事業特別会計歳入歳出決算認定につ 
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           いて                            

第２３ 認定第 ８号 平成３０年度羽幌町水道事業剰余金の処分及び決算認定について 

第２４ 発議第１４号 羽幌町各会計決算特別委員会の設置並びに委員の選任について  

 

〇出席議員（１１名） 

    １番 金 木 直 文 君      ２番 磯 野   直 君 

    ３番 平 山 美知子 君      ４番 阿 部 和 也 君 

    ５番 工 藤 正 幸 君      ６番 船 本 秀 雄 君 

    ７番 小 寺 光 一 君      ８番 逢 坂 照 雄 君 

    ９番 舟 見 俊 明 君     １０番 村 田 定 人 君 

   １１番 森     淳 君                   

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した人 

     町     長    駒 井 久 晃 君                

     副 町 長    今 村 裕 之 君                

     教 育 長    山 口 芳 徳 君                

     監 査 委 員    鈴 木 典 生 君                

     農業委員会会長    高 見 忠 芳 君                

     会 計 管 理 者    熊 木 良 美 君                

     総 務 課 長                             
     兼電算共同化    敦 賀 哲 也 君                
     推 進 室 長                             

     総務課総務係長    山 田 太 志 君                

     地域振興課長    清 水 聡 志 君                

     地域振興課政策推進係長    佐々木 慎 也 君                

     財務課長兼管財係長    大 平 良 治 君                

     財務課財政係長    金 丸 貴 典 君                

     財務課税務係長    山 川 恵 生 君                

     町民課長兼住宅係長    宮 崎 寧 大 君                

     町民課総合受付係長    高 本 勇 一 君                

     町民課町民生活係長    道 端 篤 志 君                

     町民課環境衛生係長    田 中 康 裕 君                

     福 祉 課 長    木 村 和 美 君                

     福祉課社会福祉係長    竹 内 雅 彦 君                

     福祉課子ども係長    木 村 謙 彦 君                
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     福祉課国保医療年金係長    室 谷 みどり 君                

     健康支援課長    鈴 木   繁 君                

     健 康 支 援 課                             
     地域包括支援    奥 山 洋 美 君                
     センター室長 

     健康支援課主幹兼保健係長    棟 方 富 輝 君                

     健康支援課介護保険係長    藤 井 延 佳 君                

     健 康 支 援 課                             
     地域包括支援センター室    大 西 将 樹 君           
     地域包括支援センター係長 

     建 設 課 長    飯 作 昌 巳 君 

     建設課主任技師兼建築係長    石 川 隆 一 君                

     建設課主任技師兼土木港湾係長    笹 浪   満 君                

     建設課管理係長    宇 野 延 仁 君                

     上下水道課長    渡 辺 博 樹 君                

     上下水道課主任技師兼業務係長    吉 田 吉 信 君                

     上下水道課管理係長    越 谷 弘 和 君                        

          上下水道課業務係主査        小笠原   聡 君                              

     農林水産課長    伊 藤 雅 紀 君                

     商工観光課長    高 橋   伸 君                

     商工観光課観光振興係長    富 樫   潤 君                

     商工観光課商工労働係長    高 野 正 晃 君                

     天 売 支 所 長    金 子 伸 二 君                

     焼 尻 支 所 長    熊 谷 裕 治 君                

     学校管理課長                             
     兼 学 校 給 食    酒 井 峰 高 君                
     センター所長 

     学校管理課総務係長    近 藤 優 樹 君                

     学校管理課学校教育係長    蟻 戸 貴 之 君                

     社会教育課長                             
     兼 公 民 館 長    井 上   顕 君                
     体育振興係長 

     社会教育課社会教育係長    高 橋   司 君                

     社会教育課体育振興係主査    近 藤 健 弘 君                

     農業委員会事務局長    伊 藤 雅 紀 君                

     選挙管理委員会事務局長    敦 賀 哲 也 君                

〇職務のため出席した事務局職員 

     議会事務局長    豊 島 明 彦 君                

     総 務 係 長    杉 野   浩 君                

     書 記    土清水   彬 君                
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    ◎開議の宣告 

〇議長（森  淳君） これから本日の会議を開きます。 

 

（午前１０時００分） 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（森  淳君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、 

   ８番 逢 坂 照 雄 君    ９番 舟 見 俊 明 君 

を指名します。 

 

    ◎諸般の報告 

〇議長（森  淳君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

 本日の欠席並びに遅刻届け出はありません。 

 会議規則第２１条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願

います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎報告第６号 

〇議長（森  淳君） 日程第３、報告第６号 専決処分の報告について「和解及び損害

賠償の額の決定について」を議題とします。 

 本案について報告の内容説明を求めます。 

 町民課長、宮崎寧大君。 

〇町民課長（宮崎寧大君） ただいま上程されました報告第６号 専決処分の報告につい

て、その内容をご説明いたします。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第

２項の規定により報告する。 

 令和元年９月１１日提出、羽幌町長。 

 理由につきましては、議会において指定されております和解及び損害賠償の額の決定に

ついて、別紙のとおり専決処分をしたので、報告するものでございます。 

 次のページをお開き願います。専決処分書でございます。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定された町長の専決

処分事項について、次のとおり専決処分する。 

 処分事項は、和解及び損害賠償の額の決定についてでございます。 

 和解の相手方の住所及び名称は記載のとおりでございます。 

 次に、和解の内容につきましては、１つ目に羽幌町の過失割合を１００％とする。２つ



 - 53 - 

目に、羽幌町は、破損させた相手方の窓ガラスを原形に復す費用を負担する。３つ目に、

本件について、今後事由のいかんを問わず、双方とも一切の異議の申し立て等はしない。 

 次に、損害賠償額は１１万７００円で、全て保険の適用となっております。 

 次に、事故の概要ですが、発生日時につきましては本年７月１９日金曜日午前９時半ご

ろ、発生場所及び事故状況につきましては記載のとおりでございます。なお、修理の完了

をもちまして８月６日に相手方と対物賠償に関する示談書を交わしまして、８月８日に専

決処分をしたものでございます。 

 また、事故発生後においては、当該職員及び課内の職員に対しまして注意喚起を行った

ところでございますが、今後このような事故が発生しないよう再発防止により一層努めて

まいりたいと考えております。 

 以上をもちまして報告とさせていただきます。 

〇議長（森  淳君） これから報告第６号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 本案は、議会の委任による専決処分のため承認を要しませんので、これをもって報告を

終わります。 

 

    ◎報告第７号 

〇議長（森  淳君） 日程第４、報告第７号 財政の健全化判断比率及び公営企業の資

金不足比率の報告についてを議題とします。 

 本案について報告の内容説明を求めます。 

 財務課長、大平良治君。 

〇財務課長（大平良治君） ただいま上程されました報告第７号 財政の健全化判断比率

及び公営企業の資金不足比率の報告について、ご説明申し上げます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定によ

り、財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率を次のとおり報告し、承認を求め

るものであります。 

 令和元年９月１１日提出、羽幌町長。 

 １、財政の健全化判断比率でありますが、①の実質赤字比率につきましては一般会計を

対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率となりますが、羽幌町は黒字でありま

すので、数値は出ないこととなります。 

 ②の連結実質赤字比率につきましては、全会計を対象とした実質赤字額または資金不足

額の標準財政規模に対する比率となりますが、これについても黒字でありますので、数値

は出ないこととなります。 

 ③の実質公債費比率につきましては、公債費相当額に充当した一般財源の標準財政規模

に占める割合の過去３年度の平均値となりますが、１０．９％となっており、早期健全化
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基準の２５％を下回っております。 

 ④の将来負担比率につきましては、一般会計等の借入金や将来支出の可能性がある負担

等の現在高の程度を指標化したものでありますが、１６．１％となっており、早期健全化

基準の３５０％を下回っております。 

 このように財政の健全化判断比率は、いずれも基準を下回っており、財政状態は健全で

あることをあらわしております。 

 ２、公営企業会計に係る資金不足比率につきましては、①の水道事業会計、②の簡易水

道事業特別会計、③の下水道事業特別会計、④の港湾上屋事業特別会計、いずれも資金不

足はなく、健全な経営状態であることをあらわしております。 

 なお、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規

定に基づき、監査委員の審査を終えておりますので、別紙のとおり報告書を添付しており

ます。 

 以上、よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから報告第７号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。 

 これから報告第７号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、報告第７号 財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の報告に

ついては原案のとおり承認することに決定しました。 

 

    ◎議案第４３号 

〇議長（森  淳君） 日程第５、議案第４３号 羽幌町印鑑の登録及び証明に関する条

例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町民課長、宮崎寧大君。 

〇町民課長（宮崎寧大君） ただいま上程されました議案第４３号 羽幌町印鑑の登録及

び証明に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容についてご

説明いたします。 

 令和元年９月１１日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でございますが、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行により

まして、住民票、個人番号カードのほか印鑑登録証についても旧氏の記載が可能となりま

す。このことに伴いまして、印鑑登録事務について準拠すべき事項を定めるため必要とな
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る条文の改正とあわせて現状の取り扱いとの整合を図るため字句を修正するものでござい

ます。 

 次のページをお開き願います。羽幌町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正す

る条例。 

 羽幌町印鑑の登録及び証明に関する条例（昭和５９年羽幌町条例第３号）の一部を次の

ように改正する。 

 改正の内容につきましては、別途お配りしております新旧対照表によりご説明をいたし

ます。左側の欄に現行条文を、右側の欄に改正案を、そして改正箇所には下線を引いて表

示をしております。 

 まず、１ページの第２条第１項及び同条第２項並びに第３条第２項につきましては、現

状に合わせた字句の修正でございます。そのすぐ下に記載をしております第３条第２項第

１号及び同項第２号につきましては、先ほど申し上げました旧氏の記載を可能とするため

改正するものでございます。 

 次に、２ページをお開き願います。第３条第３項及び第４条第１項並びに同条第３項、

さらに第５条第３項につきましては字句の修正でございます。 

 次に、３ページの上段にございます第５条第４項第４号につきましては、旧氏の記載を

可能とすることに伴う改正でございます。 

 次に、中ほどに記載をしております第６条第２項、それとその下の第７条第１項、次に

第１３条第１項、さらに４ページ目に記載をしております第１３条第２項及び同項第３号

は字句の修正でございます。 

 次に、第１４条第１項第２号につきましては、これも旧氏の記載を可能とすることに伴

う改正でございます。 

 以上の説明をもちまして、改正条文の朗読は省略をさせていただきます。 

 附則、この条例は、令和元年１１月５日から施行する。 

 以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第４３号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第４３号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４３号 羽幌町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する
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条例は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第４４号 

〇議長（森  淳君） 日程第６、議案第４４号 羽幌町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 財務課長、大平良治君。 

〇財務課長（大平良治君） ただいま上程されました議案第４４号 羽幌町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容をご説明申し上げます。 

 令和元年９月１１日提出、羽幌町長。 

 提案理由は、地方税法施行令等の一部を改正する政令の公布に伴い、中低所得層の保険

税負担が増大しないよう課税限度額を引き上げるほか、後期高齢者医療制度の見直しに伴

い、被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被

扶養者から国民健康保険の被保険者となった者に対する減免期間について改正しようとす

るものであります。 

 次のページをお開き願います。羽幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

 羽幌町国民健康保険税条例（平成２４年羽幌町条例第１０号）の一部を次のように改正

する。 

 改正内容をご説明申し上げますが、別途お配りしております議案第４４号 羽幌町国民

健康保険税条例新旧対照表につきましてもごらん願います。左側が現行条文、右側が改正

後案となっており、改正箇所につきましては下線を引いております。 

 まず、第２条第２項ただし書及び第２３条の改正につきましては、基礎課税額の限度額

を「５８万円」から「６１万円」に引き上げるものであります。今回の改正により課税限

度額は現行の「９３万円」から「９６万円」に引き上げられることとなります。 

 次に、第２４条の３第１項第３号の改正につきましては、後期高齢者医療制度の見直し

に伴うものであります。いわゆる社会保険等の被保険者だった方が年齢到達等で後期高齢

者医療制度に移行することにより、その方の被扶養者から国民健康保険の被保険者となっ

た方の保険税については資格取得日の属する月から当分の間、後期高齢者医療制度と類似

の保険税軽減措置を実施しているところでありますが、後期高齢者医療制度の見直しが行

われ、保険料軽減措置のうち均等割、平等割については資格取得日の属する月以後２年を

経過する月までの間に限り実施することとされたことから、国民健康保険税についても同

様の見直しを行うものであります。今回の改正につきましては、施行日はいずれも令和２

年４月１日としており、改正後の規定については令和２年度以後の年度分の国民健康保険

税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による

との経過措置を設けております。 

 なお、条文の朗読につきましては、ただいまの内容説明をもちまして省略をさせていた
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だきます。 

 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第４４号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第４４号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４４号 羽幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例は原案の

とおり可決されました。 

 

    ◎議案第４５号 

〇議長（森  淳君） 日程第７、議案第４５号 羽幌町災害弔慰金の支給等に関する条

例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 福祉課長、木村和美君。 

〇福祉課長（木村和美君） ただいま上程されました議案第４５号 羽幌町災害弔慰金の

支給等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容についてご

説明申し上げます。 

 令和元年９月１１日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でございますが、暴風や豪雨などの自然災害に対し、災害弔慰金の支給等に

関する法律に準拠し、災害弔慰金、災害障害見舞金、災害援護資金の貸し付けを行うもの

でありますが、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、償

還金の支払い猶予、償還免除の対象範囲の拡大、償還免除の特例等について必要な措置を

講じるため関係規定を整備し、改正しようとするものであります。 

 改正内容を申し上げます。別紙に配付しております資料、羽幌町災害弔慰金の支給等に

関する条例新旧対照表をごらん願います。この新旧対照表は、左側に現行条文を、右側に

改正案を改正箇所に下線を引いて表示しております。第１５条第３項の災害援護資金の貸

し付けに係る償還等の規定でありますが、災害援護資金の貸し付けを受けた者が置かれて

いる状況等を鑑み災害弔慰金の支給等に関する法律が改正されたことにより関係規定を整

備するとともに引用条項を改正しております。 

 それでは、改正条文を朗読させていただきます。議案のほうに戻っていただき、中段よ
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り下の部分をごらん願います。 

 羽幌町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例。 

 羽幌町災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和５１年羽幌町条例第１１号）の一部を次

のように改正する。 

 第１５条第３項を次のように改める。 

 ３項、償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第１

３条、第１４条第１項及び第１６条並びに令第８条、第９条及び第１２条の規定によるも

のとする。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 以上であります。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第４５号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第４５号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４５号 羽幌町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する

条例は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第４６号 

〇議長（森  淳君） 日程第８、議案第４６号 羽幌町家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 福祉課長、木村和美君。 

〇福祉課長（木村和美君） ただいま上程されました議案第４６号 羽幌町家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、提案

理由とその内容についてご説明申し上げます。 

 令和元年９月１１日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でございますが、家庭的保育事業等に関する施設における連携施設の確保に

係る取り扱いの変更及び食事の提供に係る変更について家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準の一部を改正する省令が改正されたことにより、本条例における規定の整備

を行うため改正しようとするものであります。 
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 次のページをごらんください。羽幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例。 

 羽幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年羽幌町

条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 改正内容を申し上げます。別紙にて配付しております資料、羽幌町家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表をごらん願います。この新旧対照表は、

左側に現行条文を、右側に改正案を改正箇所に下線を引いて表示しております。 

 それでは、まず初めに１ページから３ページの第５条第５項、第６条第１項、ちょっと

ページ飛びまして５ページの第２３条第２項第２号、第４５条第１項と附則第２条第１項

の改正は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が改正さ

れたことによる文言の整備及び各条項と規定ぶりを合わせるための改正であります。 

 次に、２ページに戻りまして、２ページから４ページまでの第６条第２項から同条第５

項まで、５ページの第４５条第２項は家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る変

更であり、代替保育の提供に係る連携協力を行う者を確保しなければならないこと及び連

携施設の確保が困難である場合、町が認める要件を満たすときは代替保育の提供を適用し

ないことを定めるものであります。 

 次に、４ページに戻りまして、第１６条第２項第４号は食事の提供の特例であり、搬入

施設について幼稚園、認定こども園などから調理業務を受託している事業者のうち衛生面、

栄養面、調理業務を適切に遂行できるなどの能力を有するものを含めるものであります。 

 最後に、６ページから７ページの附則部分でありますが、附則第２条第２項は食事の提

供の経過措置の変更であり、家庭的保育事業の許可を得た施設が施行日から１０年を経過

するまでの間に事業者内で調理する体制を確保するよう定めるものであり、附則第３条第

１項は連携施設に関する経過措置の変更であり、施行日から５年を１０年に改正するもの

であります。本町につきましては、この家庭的保育事業が現状はない状況であります。 

 ただいまの説明をもちまして条文の朗読は省略させていただきます。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 以上であります。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第４６号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第４６号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４６号 羽幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第４７号 

〇議長（森  淳君） 日程第９、議案第４７号 羽幌町特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 福祉課長、木村和美君。 

〇福祉課長（木村和美君） ただいま上程されました議案第４７号 羽幌町特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に

つきまして、提案理由とその内容についてご説明申し上げます。 

 令和元年９月１１日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でございますが、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準の一部を改正する内閣府令の公布に伴い本条例における規定の整備を行うため改正

しようとするものであります。 

 次のページをごらんください。羽幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。 

 羽幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年羽幌町条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 改正内容を申し上げます。別途配付しております資料、羽幌町特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（要旨）に基

づき説明いたしますので、ご用意願います。 

 この改正の趣旨でありますが、子ども・子育て支援法で子ども・子育て支援の内容及び

水準は、子供の保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮されなければならない旨の

基本理念が追加され、本年１０月から幼児教育・保育無償化が開始されるに当たり、子ど

も・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴い、特定教育、保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準について改正が行われたことにより、本条例における規定

の整備を行うため改正しようとするものであります。 

 改正の概要を説明いたします。 

 まず、１点目の用語の追加及び変更ですが、支給認定という言葉が教育・保育給付認定

へ変更になりますことから、第２条第９号の支給認定を教育・保育給付認定に改め、同条

第１０号の支給認定保護者を教育・保育給付認定保護者へ。同条第１１号の支給認定子ど

もを教育・保育給付認定子どもに改正するものであり、用語の追加といたしまして第２条

第１２号に満３歳以上教育・保育給付認定子ども、子ども・子育て支援法施行令第４条第

１項に規定する３歳以上の教育・保育給付認定子どもをいうを。 



 - 61 - 

 第１３号に満３歳に達する日以後の最初の３月３１日までに当たる子供である特定満３

歳以上保育認定子ども。 

 令第４条第１項第２号に規定する特定満３歳以上保育認定子どもをいうを。 

 第１４号に満３歳未満保育認定子ども、令第４条第２項に規定する満３歳未満保育認定

子どもをいうを。 

 第１５号に市町村民税所得割合算額、令第４条第２項第２号に規定する市町村民税所得

割合算額をいうを。 

 第１６号に幼稚園、認定こども園等に通っている小学校就学前子供である負担額算定基

準子ども、令第１３条第２項に規定する負担額算定基準子どもをいうを追加するものであ

ります。第２条の用語の変更及び追加に伴い、他の条項についても同様に改正をしており

ます。 

 次に、２点目の第１３条第４項関係の食事の提供に要する費用の取り扱いの変更につい

てでありますが、幼児教育・保育の無償化に伴い、幼稚園に通う小学校就学前子どもに対

する食事の提供に要する費用及び保育を利用する満３歳以上の小学校就学前子どもに掲げ

るに関する主食（ごはん・パン）の提供に要する費用に加え、副食（おかず等）の提供に

要する費用について、特定教育・保育施設または特定地域型保育事業者において、教育・

保育給付認定保護者から支払いを受けることができる費用とし規定するものでありますが、

次に掲げる者に要する費用については除くというものであります。 

 １つ目といたしましては､満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保

育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者及び同一世帯に係る市町村民税所得

割合算額がそれぞれ下のアまたはイに該当するもので、一般的に幼稚園児である法第１９

条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもで７万

７，１０１円未満の場合と、一般的に３歳以上の保育園児である法第１９条第１項第２号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども、特定満３歳以上保育

認定子どもを除き５万５，７００円未満、要保護者などに当たっては７万７，１０１円未

満の場合であります。 

 ２つ目の要件として満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負担額算定基準子ど

も、または小学校第３学年修了前子どもが同一世帯に３人以上いる場合にそれぞれアまた

はイに該当する場合で、法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども、負担額算定基準子どもまたは小学校３学年修了前子どもであ

る者と、法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども、負担額算定基準子どもである者であります。 

 次に、３点目の第４２条第１項関係の町長が認めた場合における連携施設の確保義務の

緩和についてでありますが、町長は以下の①または②に該当するときは、連携施設の確保

に関する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の規定を適用し

ないこととすることができ、その場合において特定地域型保育事業者は当該各号に掲げる
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事項に係る連携協力を行う者を適切に確保しなければならないこととするとの規定であり、

①として基準府令で定める特定地域型保育事業者による代替保育提供に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認める場合であって、次のア、イ両方の要件を満たす場合であり、

アとして特定地域型保育事業者と基準府令に掲げる事項に係る連携協力を行う者との間で

それぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。イとして基準府令に掲げ

る事項に係る連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障がないようにするための措置が

講じられていること。 

 ②として特定地域型保育事業者による基準府令に掲げる事項に係る連携施設の確保が著

しく困難であると認めるときではありますが、本町は特定地域型保育事業者は現在ない状

況でございます。 

 次に、４点目の第４２条第８項関係の町長が認めた場合における連携施設の確保義務の

免除についてでありますが、保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第６

条の３第１２項第２号に規定する事業を行うものであって、町長が適当と認めるものにつ

いては、基準府令の規定に基づく連携施設の確保をしないことができることとする規定を

追加するものでありますが、こちらについても現在羽幌町には対象事業がない状況であり

ます。 

 その他の条項につきましては、子ども・子育て支援法の改正に伴う所要な改正でありま

す。 

 最後に、附則部分ではございますが、今回の法改正に伴い不要となる施設型給付費等に

関する経過措置を削り、連携施設に関する経過措置の条例の施行の日から起算して５年を

１０年に改正するものであります。 

 ただいまの説明をもちまして条文の朗読は省略させていただきます。 

 附則、この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 以上であります。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第４７号について質疑を行います。 

 １番、金木直文君。 

〇１番（金木直文君） 今担当課長から文面に基づいて詳しく説明をされたのですが、正

直言いまして理解できたのは１割か２割であります。結局現状とどう変わるのだというと

ころです、私として問題にしたいのは。特に羽幌に現状のそういう施設がないという部分

は割愛するとして、私はこの間のマスコミ何かでも報道されているところで、食事の提供

が変わるのだというふうに聞いております。では、今現状では食事代というか主食費、副

食費は徴収されているのか、保育費の中に含まれているのか、どんな状況が今度こういう

ふうに変わるのですというふうに説明していただけないと、なかなか理解ができません。

これだけの内容であれば、前もって委員会か何かで説明を受けるべきだったなというふう

に反省をしながら、ただ今日この時点ですからそれはできませんので、特に私問題にした

いのは主食費の状況が今どう変わるのかというところをちょっと新たに説明いただきたい
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と思います。 

〇議長（森  淳君） 福祉課長、木村和美君。 

〇福祉課長（木村和美君） お答えいたします。 

 副食費につきましては、先ほどの条例改正でもありましたが、今まで保育料に入ってい

たものを別枠として副食費として支払うことができるということになりまして、副食費に

つきましては、まず幼稚園、保育園に係る部分の所得に応じて無償になる方と有償になる

方が羽幌町では存在いたします。一応４，５００円を限度に副食費を提供するという法改

正になっております。 

 羽幌町の現状といたしましては､現在幼稚園が８９名、保育園が２５名いまして、副食

費が無料になる方が幼稚園が３０名で、保育園が１９名、あと副食費が残り有料になる方

が、幼稚園の場合は所得が多い保護者が多い関係で副食費有料になる方が５９名で、保育

園のほうでは６名いらっしゃる状況であります。 

 以上でございます。 

〇議長（森  淳君） １番、金木直文君。 

〇１番（金木直文君） 今説明していただきましたけれども、全部書きとめることができ

ませんでした。結局負担がふえる世帯もあるということですよね。今まで保育料の中に入

っていたのが今度分けられて負担が別々になってふえるということなのか、その辺がちょ

っとわからないのです。今まで納めている保育料の中にも副食費があったと。そして、今

度は、いわゆる教育・保育の無償化、この事業で結局負担がふえるのか、ふえないのかと

いうもう究極の質問です。負担がふえる世帯があるのかないのか、その辺をちょっとお聞

きしたい。 

〇議長（森  淳君） 福祉課長、木村和美君。 

〇福祉課長（木村和美君） 説明がちょっとややこしくて、大変申しわけございません。 

 まず、保育料が無償になりますことから、基本的には今払っている利用料よりはふえる

方は羽幌町にはいらっしゃいません。まず、保育料が無償になりまして、副食費だけを払

うことになることになりますので、保育料に比べ副食費は金額的には４，５００円まで限

度ということでかなり低い額となっておりますので、保育に限っては最大でも４，５００

円がかかる人がいますが、保育料全体が無償になりますので、利用者の負担は減ることに

なります。幼稚園につきましては、今まで副食費は自分で保護者が払っておりましたが、

こちらについては所得要件に応じて無償になる方が出るということでありまして、幼稚園

につきましても保護者が今までより多く払うということはない状況であります。 

〇議長（森  淳君） １番、金木直文君。 

〇１番（金木直文君） 今の説明が本当だとすると、それほど重大な問題、状況にはなら

ないのかもしれませんが、ではその徴収は今度は一体誰が集めるのですか。保育者の親が

役場に持ってくるのか、どうやって徴収するのかです。お願いします。 

〇議長（森  淳君） 福祉課長、木村和美君。 
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〇福祉課長（木村和美君） お答えいたします。 

 副食費につきましては、通っている施設のほうに支払う形となります。 

〇議長（森  淳君） １番、金木直文君。 

〇１番（金木直文君） そうしますと、施設のほうでも今度仕事がふえるということにな

るかと思いますが、保育料はどこに納めるのだったかな。私もちょっと記憶が定かであり

ませんけれども、こういったことを理由に特に現状より負担はふえることがないというお

話ですから、それほど問題視する必要はないかもしれませんが、今度この副食費の未納を

するような状況になったら、その未納を理由に退所させられるだとか、そういう懸念もち

ょっといろいろ出ているというふうにも聞いておりますが、現状でも保育料未納になった

場合の対応の仕方、保育料は今度はなくなりますけれども、この副食費の滞納に対する対

応といいますか、対処を迫られるのではないかとか、民間の行っている事業者ですから、

その辺の心配はないのかどうか、その点をお聞きしたいと思います。 

〇議長（森  淳君） 福祉課長、木村和美君。 

〇福祉課長（木村和美君） 今までと同じく保育料を園に今まで施設に払っていたものが

副食費だけという金額が小さくなる関係でありまして、現状のところ未納はあるとは聞い

ておりませんので、未納があったから取りやめるということは考えておりません。 

〇議長（森  淳君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第４７号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４７号 羽幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第４８号 

〇議長（森  淳君） 日程第１０、議案第４８号 羽幌町下水道条例の一部を改正する

条例、日程第１１、議案第４９号 羽幌町水道事業給水条例の一部を改正する条例、以上

２件について関連がありますので、一括議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 上下水道課長、渡辺博樹君。 

〇上下水道課長（渡辺博樹君） ただいま上程されました議案第４８号及び第４９号、２



 - 65 - 

件を一括して関連がございますので、提案理由とその内容につきましてご説明申し上げま

す。 

 初めに、議案第４８号 羽幌町下水道条例の一部を改正する条例につきましてご説明申

し上げます。 

 令和元年９月１１日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でございますが、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を

行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律及び社会保障の安

定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部

を改正する法律等の一部を改正する法律に基づき、本年１０月１日から消費税率及び地方

消費税率の引き上げが予定されていることから、消費税及び地方消費税の適正転嫁を図る

ため、下水道使用料の改正を行うものであります。 

 次のページをごらんください。羽幌町下水道条例の一部を改正する条例。 

 羽幌町下水道条例の一部を次のように改正する。 

 それでは、改正内容をご説明しますので、別紙にて配付しております資料、羽幌町下水

道条例新旧対照表をごらんください。左側が現行条文、右側が改正案となっており、改正

箇所につきましては下線を引いております。 

 第３０条第２項は文言の修正でございます。 

 次に、別表、下水道使用料ですが、消費税率が８％から１０％になることから現行使用

料の税抜き金額に１０％を乗じ、１円未満を切り捨てした金額に改めるものでございます。 

 議案書にお戻りいただきまして、附則でございますが、第１項は令和元年１１月１日か

ら施行する旨を規定し、第２項は前項の規定にかかわらず、令和元年１０月末日までの間

に支払いを受ける権利が確定する使用料については、なお従前の例によるとする経過措置

を設けております。 

 以上が改正内容の説明でございます。改正文の朗読につきましては、ただいまの説明を

もって省略させていただきます。 

 次に、議案第４９号 羽幌町水道事業給水条例の一部を改正する条例につきまして、ご

説明申し上げます。 

 令和元年９月１１日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でございますが、議案第４８号の提案理由と同様に本年１０月１日から消費

税率及び地方消費税率の引き上げが予定されていることから、消費税及び地方消費税の適

正転嫁を図るため、各使用料の改正を行うものであります。 

 次のページをごらんください。羽幌町水道事業給水条例の一部を改正する条例。 

 羽幌町水道事業給水条例の一部を次のように改正する。 

 それでは、改正内容をご説明します。 

 済みません。提案理由ちょっと飛ばしました。消費税率の改正もそうなのですけれども、

もう一つ水道法の一部を改正する法律に基づきまして本年１０月１日から指定給水装置工
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事事業者の指定が５年ごとの更新制となるため、本条例における規定の整備を行うととも

に、指定及び更新の申請に係る事務が継続的業務となることから、同申請の事務手続に係

る手数料についても整備を行うため、改正しようとするものであります。 

 それでは、改正内容をご説明しますので、別紙にて配付しております新旧対照表をごら

ん願います。なお、適用条項の改正や文言の修正等につきましては説明を省略させていた

だきますので、ご了承願います。 

 まず、第６条ですが、第１項で指定の更新についての規定を追加し、第５項で指定給水

装置工事事業者に関する事項は別に定める旨の規定を新たに１項加えております。 

 次に、２ページ目、第２７条で指定申請に伴う手数料を１件１万円とする規定を新たに

１号加えております。 

 次に、３ページから４ページの別表の各使用料ですが、消費税率が８％から１０％にな

ることから、現行料金の税抜き金額に１０％を乗じ、１円未満を切り捨てした金額に改め、

基本水量、基本料金、超過料金の単位の表示をそれぞれ変更しております。 

 議案書にお戻りいただきまして、附則でございますが、第１項は令和元年１０月１日か

ら施行する。ただし、別表に規定する専用栓使用料の金額については、令和元年１１月１

日から施行する旨の規定をしております。 

 第２項は、前項の規定にかかわらず、令和元年１０月末日までの間に支払いを受ける権

利が確定される超過料金については、なお従前の例によるとする経過措置を記載しており

ます。 

 この経過措置については、消費税率後に関する経過措置を適用した規定でありまして、

まずこの消費税率に関する経過措置についてご説明申し上げますと、消費税率の改正、施

行日は１０月１日です。１０月１日以前から継続して水道水を使用している場合で、１０

月末日までに支払いを受ける権利が確定する場合は、旧税率の８％を適用するとした経過

措置であります。このことから１０月分の水道料金については、旧税率の８％が適用され

ることとなりまして、１１月分から新税率の１０％が適用されることとなりますが、１１

月請求分の超過料金については１０月中の検針で確定した料金でありますので、これは旧

税率の８％を適用するとしている経過措置であります。基本料金、超過料金とも新税率の

料金が適用されるのは１２月請求分の水道料金からとなります。 

 以上が改正内容の説明でございます。改正文の朗読につきましては、ただいまの説明を

もって省略させていただきます。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げま

す。 

〇議長（森  淳君） これから議案第４８号 羽幌町下水道条例の一部を改正する条例

について質疑を行います。 

 ２番、磯野直君。 

〇２番（磯野 直君） 消費税率の改定の件に関してはそのとおりだと思って、これはし

ようがない話なのですけれども、消費者にとってはいろんな、今食料品だとか、そういう
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部分で軽減税率とかありまして、そういう部分では各自防衛手段等もあると思うのですけ

れども、下水道水道料というものに関してはその地域にあれば全ての家庭に課金されると

いうことで、非常にその各家庭それぞれの生活もかなり圧迫されるのだろうかというふう

に私は、さした金額ではないと言ってしまえばそれきりなのですけれども、やはりこれは

今後ずっといやが応でもかかってくるものであります。これは、町民生活に対して非常に

大きな問題でありますから、町としても真剣に考えなければならない部分だと考えており

ます。課金の税率の部分はしようがないとして、であれば基本料金そのものをやはり改正

をして町民負担増にならないような方法もあるのではなかろうかと思うのですけれども、

この点に関してもう一度水道料金、下水道料金そのものの料金を下げて、それに１０％と

いうふうな考えというのは町長持たないのですか。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 消費税が８％から１０％に上がることに関連しまして、基本料金

等を改定した形で緩和できないかというご質問と思いますが、委員会でも申し上げました

とおり、国の制度の中では、まず今回の税金がそういった社会制度に使われるという目的

でまず上がるということが１つと、それからペットボトルについてはコンビニですか、そ

ういった部分では上げなくてもいいと。国の制度としては、公共事業である上水について

は上げなさいという指導がございますので、そういった中でまず上げることを私は決断し

ました。そして、今回２％を再三議会からも提案いただいておりますが、上げることにし

たことには、前回５％から８％に上がったときには、議会からのご提案のとおり何年前か

ちょっと記憶にございませんけれども、そのときは吸収したということを聞いております

ので、また吸収していきますと改修等でその部分の財源が少しずつでも減っていくという

ことになっていきますので、それでは今後長い目で見たときの上水道の施設維持といった

ものに長い目で見ていくと、少なからず影響は出ていくということを考えましたので、今

回こういう提案をさせていただいたわけでございます。 

〇議長（森  淳君） ２番、磯野直君。 

〇２番（磯野 直君） 何か今のを聞いていると税率が１０％に上がって、それがいろん

な福祉とかに使われて、それはそのとおりなのです。だから、別に税率云々という話では

なくて、我が町がこれからいろんな移住、定住を促進して住みやすい町にするためには、

そういう部分ではもし１０％は１０％にして基本料金が下げられれば、それが我が町の活

性化にもつながるのではないかという考えはないのですかという質問です。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 将来にわたって移住、定住の関係でも基本料金を下げたらどうか

というご提案と思いますが、先ほども申し上げましたとおり、基本料金を下げていくとい

うことになっていきますと、収入という面で減少していくということははっきりしており

ますので、そういうことにつきましては前にも申し上げましたとおり、今後機器の更新等

で予定されているものは確実にございますので、そういったことから考えますと、今そう
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いった措置をするということは将来に問題を残すということになっていくと思いますので、

今回はそういう措置をとらないでいこうというふうに担当課ともお話ししたわけでござい

ます。 

〇議長（森  淳君） ４番、阿部和也君。 

〇４番（阿部和也君） 消費税２％上げるということですけれども、水道事業のときに消

費税増税分据え置いた場合、年間収入が４００万ぐらい減るということでしたけれども、

下水道のほうはどういったふうに試算されているのか、そういったのは出ているのか、も

し２％分据え置いた場合。 

〇議長（森  淳君） 上下水道課長、渡辺博樹君。 

〇上下水道課長（渡辺博樹君） お答えします。 

 下水道使用料につきましては、平成３０年度の調定ベースで試算しますと、２％を上乗

せしない場合、約２００万ぐらいの減収になるのかなというふうに試算しております。 

〇議長（森  淳君） ４番、阿部和也君。 

〇４番（阿部和也君） ２００万下水道の場合でいったらかかるということですけれども、

水道のときも今後のシミュレーションとかも出されていまして、それを何とか維持したよ

うに企業努力といった言葉を使われておりましたけれども、その辺の企業努力というのは

行政としてはどういった考えでお持ちなのか、どういったことをしようとしているのか、

改めてお聞きしたいと思います。 

〇議長（森  淳君） 上下水道課長、渡辺博樹君。 

〇上下水道課長（渡辺博樹君） どういった企業努力をしているかというご質問だと思い

ますけれども、私どもは常日ごろ経費削減とかコストの削減、未収金の回収、漏水調査な

ど、そういった部分で企業努力といいますか、そういった部分は常日ごろやっているつも

りでございます。 

〇議長（森  淳君） ４番、阿部和也君。 

〇４番（阿部和也君） そういったことをされているということですけれども、これ民間

の企業で企業努力ということでいけば、例えば人件費の削減であったり、人員の削減、ま

た仕事を兼務させるなどしている部分というのも当然やられる民間の企業さんもいますけ

れども、その辺行政としてはそういった考え、そういったのは考えているのかどうなのか

お願いします。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 民間企業というお話でございましたけれども、当町では浄水場の

運営につきまして現在の会社に、ちょっと何年前だったか忘れましたけれども、運営委託

をし、下水道事業が始まった時点についても下水道の施設の運用もそこの会社にやってい

ただいているということで、人件費については圧縮できることをやっているというふうに

私は認識しております。 

〇議長（森  淳君） ４番、阿部和也君。 
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〇４番（阿部和也君） 民間のほうに委託している部分というのは、今の話を聞いてあれ

ですけれども、行政として例えばもともとは建設水道課だったのが上下水道課というふう

に分かれましたよね。それをまた一つにすることによって、例えば人件費分多少変わって

くるのかなとも思いますけれども、そういう機構改革も含めての企業努力とか、そういっ

た部分のお考えってないのでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 現状ではそういうことを考えておりませんで、前の委員会でもお

話ししたかと思いますが、まるっきり民間に委託してしまうと当町では説明しているとお

り余剰金を持っておりますので、そういった利益の出ている部分で、会社でありますと簡

単にはできないでしょうけれども、比較として簡単な方法で言いますと会社が利益が出る

とボーナスだ、給料を上げると、そういった方向でできるというようなことでございます

が、地方自治体という枠の中でやっておりますので、一般職員と同じ給与体系、昇給とい

う形で押さえておりますので、当然利益が基金という形でたまって繰り上げ償還、あるい

は機器の更新等に使われているというのが当町の上水の経過でございますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

〇議長（森  淳君） １０番、村田定人君。 

〇１０番（村田定人君） 今質問の中で議長が下水道条例の部分でしたけれども、両方上

水道も質問がありましたので、私も兼ねて質問をしたいと思います。 

 まず…… 

〇議長（森  淳君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時０５分 

再開 午前１１時０６分 

 

〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

〇１０番（村田定人君） 先ほど財務課長から特別会計の部分の上水道から下水道、簡易

水道、健全経営を行っているという報告がございました。私もその観点でいきますとこれ

からも健全経営をしていってもらいたいという思いはあるのですが、やはりもともと羽幌

町に住んでいる町民、それから他町村から移住してきた町民それぞれから、羽幌町は下水

道料金が高過ぎて困るという部分がございまして、それを鑑みますと健全経営をしている

という基本が料金体系が高いというところからやっぱりどうしても健全経営をしているの

ではという疑念というのですか、疑問を持つわけです。 

 そこで、先ほど課長からも言いました下水道条例ではそのままだと２００万円、それか

ら上水道だと４００万円程度の負担という部分は、私としては経営改善、努力によってそ

の分を上げなくてもカバーできるのではないかという思いがあるのですけれども、そこら

辺はどういうお考えでしょうかとお聞きしたいと思います。 
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〇議長（森  淳君） 上下水道課長、渡辺博樹君。 

〇上下水道課長（渡辺博樹君） お答えします。 

 まず、下水道使用料のほうからちょっとご説明しますけれども…… 

〇議長（森  淳君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時０８分 

再開 午前１１時０８分 

 

〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

〇上下水道課長（渡辺博樹君） お答えします。 

 まず、下水道使用料につきまして平成１４年の１０月、供用開始からこの料金は変更し

ていないわけでございまして、この料金設定も留萌管内で申し上げますとやや中間ぐらい

の料金設定ということでありまして、特別高いというわけでもないというふうに私も捉え

ております。 

 以上です。 

〇議長（森  淳君） １０番、村田定人君。 

〇１０番（村田定人君） 下水に関しては管内的にも中間であると。町民の方は両方合わ

せて高いという形ですから、そこら辺はちょっとバランス的には合わないかもしれないで

すけれども、やっぱり今回こうやって２％を足して１０％にするという部分は先ほど磯野

議員もおっしゃっていましたが、シミュレーションなり、それから料金体系のこれからの

将来的なものもみんな含めて検討した中で議論をして、その答えを出したいと私は思いま

すので、そこら辺は１０月１日から消費税が上がる、支払いは１２月からになるかもしれ

ませんけれども、それを今年度中は据え置いて、きちんと議論をして、ちゃんとした私た

ちも納得いく形で出してもらえればいいと思うのですが、そこら辺そういうお考えはあり

ませんか。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 上水道につきましては、今９月ですから今年の３月でしたか、予

算の前かそのころに委員会で説明しましたし、議会としては昨年のうちから、昨年でいく

と平成３１年１０月には消費税上がるだろうということでちょっと何月かは忘れましたけ

れども、早い時期にやはり上水道の値上げについて委員会で説明をしてくれということで

説明したことがあるかと思います。私もそのときに出席させていただいて答弁を申し上げ

たと思いますし、議員ご指摘のとおりシミュレーションで説明し、今と同じように今後の

経費のかかる部分等も説明しましたし、一番は１０年後に１億９，０００万ほど残るとた

しか申し上げたと思いますが、その部分も今年の２月ぐらいだったかと思いますけれども、

１０年ちょっとたったコンピューターのほうが以前は２０年も３０年ももったそうなので

すけれども、今の部品というのは弱いのか、アセンブルですぽんと取りかえるというわけ
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にいかない部品だというようなことがわかりまして、その部分でも１億ちょっとかかりそ

うだと。それについては今、今年度でたしか予算措置してどういうふうにしていくかコン

サルに頼んだのだと思いますけれども、それで１億はすぐ飛ぶというような感じになって

おりますので、残念ながら基本料金についても今までどおりやっていかなければ、今後新

たな大規模な改修等が発生したときには大変難しくなるという状況がありますので、この

ままいかせていただきたいと思います。 

 また、現在の基本料金はたしか私の記憶では高地配水池を設けたときに５年間はこの金

額でやってもらえば、その間は値上げしなくてもいいはずだということで議会の承認を得

て上げた料金のはずでございますし、そういったことも現在まで維持できるというのは、

前にも申し上げましたとおり、下水道事業のときにそっくり上水道のパイプを切断したと

いうことが、国費の補助をもらいながらやったということが大変現在までいい方向で引き

継いでいるということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（森  淳君） 質問者も答弁者も意味的には非常によくお互いわかると思います

けれども、原則今は下水道条例の一部を改正する条例についてですから、答弁も質問者は

上下水道ということで質問しておりますので、その答弁内容上水道のほうに切り替えて答

弁するのは次のところにしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 １０番、村田定人君。 

〇１０番（村田定人君） 今議長の指摘がありましたので、下水道の部分では先ほど言い

ましたシミュレーションをきちんと出して、議会にそのシミュレーションを見せてもらっ

てきちんとした判断をしたいと。今ここで２％を付加していくという部分に関してはどう

も納得いかないというか、質問は後で…… 

（何事か呼ぶ者あり） 

〇１０番（村田定人君） そうしたら取り消します。後にします。 

〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） お伺いします。 

 現状の下水道の基本料です。家庭用で１，４４０円と。新しく制定したいというのが１，

４６７円ということなのですけれども、ある基本料があって、それに税を加えた形がこの

料金になると思うのですけれども、その基準となる税込みではない基準の金額というのは

あると思うのですが、それは幾らになるのでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 上下水道課長、渡辺博樹君。 

〇上下水道課長（渡辺博樹君） お答えします。 

 下水道使用料の税抜きの本体価格は、これ家庭用ですけれども、１，３３４円となって

おります。 

〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） １，３３４円に８％を掛けると１，４４０円になるという計算で

まず合っていますか。 
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〇議長（森  淳君） 答弁をお願いします。 

 上下水道課長、渡辺博樹君。 

〇上下水道課長（渡辺博樹君） お答えします。 

 議員おっしゃるとおりであります。 

〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） ちょっと私の認識が間違っていたら言ってほしいのですけれども、

前回その消費税分を据え置きにしたのは、あくまでも普通の上水道に関してで、下水道に

関しては据え置き措置をしなかったのか、その辺はいかがなのでしょうか、わかりますか。 

〇議長（森  淳君） 上下水道課長、渡辺博樹君。 

〇上下水道課長（渡辺博樹君） お答えします。 

 下水道使用料につきましても、水道使用料と同じく据え置いた形になっております。 

〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） 据え置いた形であるのであれば、１，４４０円は５％のままなは

ずだと思うのですけれども。８％を掛けてもいいのですか。その辺がちょっとわからない

のです。消費税が上がるときに３％分はそのままにしますよということだったのですけれ

ども、計算上ではちゃんと８％のものをしていて、今回はその１，３３４円に１０％を掛

けていると、その辺がちょっと私理解できないので、もう少し具体的に教えていただけま

すか。 

〇議長（森  淳君） 上下水道課長、渡辺博樹君。 

〇上下水道課長（渡辺博樹君） お答えします。 

 現行の料金は、１，４４０円を税抜き価格と税の部分に分けてこの金額で示しておりま

す。 

〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） そうではなくて、基本料金が１，３３４円という金額に消費税が

ある年は５％かかっていました。改正時期に本来は８％なのですけれども、３％分は据え

置きますので、料金はそのままですということで１，４４０円で来たと私は認識していま

す。なのですけれども、今の説明だと１，４４０円は現行そのままではなくて８％掛けて

いたということは、町民への説明と今度その８％のやつに次２％が足ささるので、１０％

になって、そうしたらうまくちょっと僕も言えないのですけれども、ちゃんと前回は据え

置きだと言っていたのに８％を密かに、説明では５％据え置きなのに８％を取っていたと

いうことになってしまうのではないかなというふうに思うのですが、いかがでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時１９分 

再開 午前１１時２０分 
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〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） ５％から８％に上がった時点で１，４４０円を上がった価格にし

て、それから８％を引いた分の１，３３４円が基本料金としたわけで、５％のときから１，

３３４円が本体価格というわけではないのです。 

〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） 今の説明ならわかるのです。それではないと据え置いた、その基

本料の話はなかったので、前回はそのようにして本体価格もきちんと下げて調整をして上

がらないようにしたという形をつくったわけですから、先ほど町長の答弁の中では国が消

費税を上げるのだから上げなければいけないのだと、そういうふうにはならないのです。

あくまでも今回に関しては必ず上げなければいけないものなのでしょうか。その辺が前回

と今回の消費税が上がる国の制度も含めてどういうルールになっているのか。前回は据え

置きというか、基本料を下げることで住民負担を軽減させたという措置をしたのですけれ

ども、その辺前回と今回の違いがわかれば教えていただきたいのですが。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 先ほども申し上げましたとおり、消費税は企業会計で事業収入で

ございますので、羽幌町としても１０％に変わったら収入の総体から１０％を支払わなけ

ればならないと、そういう性格のもので議員おっしゃるとおり消費税は上がるからそのま

まで、基本料金を下げていくと減収という方向になりますので、下水道事業も十数年たち

まして、そろそろあちこち改修が始まっておりますので、上水と同じでその原資を確保し

ていかなければ機械がとまるというようなことになりますと、また下水道がとまるという

ようなことになると大変なことが起こりますので、そういうことはないようにこういうと

きには上げて原資を確保していくというふうに考えてきたわけでございます。 

〇議長（森  淳君） １番、金木直文君。 

〇１番（金木直文君） 今の町長の説明ちょっと下水道料金のことについての答弁だとす

れば、下水道料金は一般会計の事業ですから、消費税として収入で徴収はしてもいいけれ

ども、それを国なりに納める行為については消費税法何条だったか今わかりませんけれど

も、控除されていると。上水道、水道料金は企業会計で企業収入ですので、支払い義務は

生じますが、一般会計に含まれている事業分については地方公共団体は免除というのか、

控除されているという認識だったのですが、その点ちょっと確認したいと思います。 

〇議長（森  淳君） 町長の発言についてですから、今の部分で町長からまず話しして、

それから回してもらいたいと思いますので。 

 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 金木議員から質問が出ましたので、その部分につきましては担当

課長から説明させていただきたいと思います。 

〇議長（森  淳君） 上下水道課長、渡辺博樹君。 
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〇上下水道課長（渡辺博樹君） お答えします。 

 下水道事業につきましても消費税の納税義務があります。 

〇議長（森  淳君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論については、会議規則第５２条により、最初に反対者、次に賛成者が発言すること

になります。討論の回数は、１人１回限りとなります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 ２番、磯野直君。 

〇２番（磯野 直君） 私は、この条例改正に対しては反対をいたします。 

 やはりほかの方々もいろいろと意見は出ていましたけれども、住民生活に直結すること

です。それともう一つは、事業会計等を見てもそれほど逼迫したものではないというふう

に私は感じています。ですから、基本料金を下げて改めて条例を出し直すべきだと思いま

す。ですから、反対いたします。 

〇議長（森  淳君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 反対者、賛成者は同数ということになっておりますので、これで

討論を終わります。 

 反対討論がありましたので、この採決は起立によって行います。 

 議案第４８号 羽幌町下水道条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇議長（森  淳君） 起立がありませんでした。 

 したがって、議案第４８号 羽幌町下水道条例の一部を改正する条例は否決されました。 

 次に、議案第４９号 羽幌町水道事業給水条例の一部を改正する条例について質疑を行

います。 

 １番、金木直文君。 

〇１番（金木直文君） 先ほどの町長の説明の中にもありましたけれども、先般行われた

水道事業審議会でしたか、そのときの審議内容どんな意見が出ていたのか、全くなくて異

議なし、決裁だったのか、その審議の状況を聞きたいと思います。お願いいたします。 

〇議長（森  淳君） 上下水道課長、渡辺博樹君。 

〇上下水道課長（渡辺博樹君） お答えします。 

 ７月に開催された水道事業運営審議会での内容ですけれども、この消費税増税分の部分

については了承を得ました。主な意見としましては、料金改定はこれ消費税に、法律の改

正に準じた料金改定なので、それはいいと。ただ、それをわかりやすく住民に説明するこ
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とは必要だということで意見をいただきました。 

 以上です。 

〇議長（森  淳君） １番、金木直文君。 

〇１番（金木直文君） あと、町長も先ほど委員会等でも私も出て説明した等の答弁もあ

ったのですが、今年の２月１８日に総務産業常任委員会、水道事業の運営と方向性という

テーマで開催をしておりますが、私のチェック漏れだったかどうか、町長は出席されてい

なかったと思うのですが。宮崎課長、逢坂係長、吉田主任技師、小笠原主査、４名の出席

だったのではないかなという気がします。 

 それ以降のこのテーマにした委員会は開催していないはずだったと思いますが、その後

私３月定例会で水道事業についても一般質問をさせていただいて、その中でいろいろ現状

を聞く中で現金の残高がどのぐらいで、今後予想される事業でというるるの説明もあって、

２％の消費税分については引き上げする方向ですということは出ていましたが、いつの時

点で引き上げるのか、何円引き上げるのかという、そういう具体的な内容はこれからです

という、そういう内容だったと思うのですが。ですから、当然１０月近くには出てくるか

なというのは漠然とは思っておりましたけれども、そのときの委員会でのやりとりの中で

も何とか努力しながら２％分ぐらいは回避できないのかという意見も出ていましたし、３

月の定例会の中では私も自分なりの調査、計算で１０トンでは全道何位、２０トンベース

では全国何位というランクづけはあるけれども、実際半分の世帯は１０トンも使っていな

いのだと。１０トン未満の世帯の負担金で比べれば羽幌町が全道トップになるし、全国で

もトップレベルという、こんな状態でいいのですかということを私は町長にも投げかけた

と思うのですが、この半年間そういった状況を何とか回避しようと、少しでも負担がふえ

ないような努力をしようというような、そういう検討なり努力なりされてきたのかどうか。

先ほどの一部課長からの答弁もあったのですが、その辺がやっぱり見えないのです。 

 質疑ですので、現状の剰余金、正式には何ていうのか、剰余金というのか、留保資金と

いうのか、自由にというか、水道事業で使える現金、剰余金というのは今現在幾らあるの

か、まずその点お聞きしたい。 

〇議長（森  淳君） まず、町長が委員会に出席して発言したということを町長みずか

ら申していますので、確認をしてその部分のことを言って、それから次に今の金木議員の

質問なりについてという順番でお願いいたします。 

 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 委員会の出席については、１回は出ているはずであったと思って

おりましたので、２回とも出たかなと思いましたが、私の勘違いだったようですので、訂

正させていただきますし、剰余金につきましては担当課と課長から答弁させていただきま

す。 

〇議長（森  淳君） 上下水道課長、渡辺博樹君。 

〇上下水道課長（渡辺博樹君） お答えします。 
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 剰余金といいますか、平成３０年度末でいいますと内部留保資金でいえば３億ちょっと

であります。 

〇議長（森  淳君） １番、金木直文君。 

〇１番（金木直文君） 確かにそのぐらいだなと思っておりました。３億円を全部この値

上げ分、引き上げ分に使えなどと、そんなつもりは毛頭ないですし、ただ３月定例会でも

私が指摘したような状況であるならば、何とかそれを回避しようということを真剣に考え

るような努力といいますか、検討なりをやっぱりやってもらいたいと。今日この場で決議

をするわけですから、その分を１０月に引き上げになりました、はい、待っていましたと

ばかりに２％分を上げるのではなくて、今年のあと残った半年なり、あるいは来年度もう

一年度ぐらいは年間２００万、もう４００万、簡水とかもありますから、もうちょっと上

がるかもしれませんが、５００万円から１，０００万円ぐらいの費用をこの引き上げ分に

充てて半年なり１年間ぐらいなりを真剣に対策なり協議、検討を進めていくべきだという

ふうに私は思いますが、そういう方向についての考えもしお答えできれば、お願いしたい

と思います。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 先ほども申し上げましたように基本料金ということになりますと、

年間でそれだけの金額ということでございますが、これは今後毎年それだけの金額が減る

と、収入減になるということになってきますので、積もり積もって大分負担ということが

きいてくる。先ほどもう一つ申しましたように、コンピューター等も壊れてきておりまし

て、改修はもう間違いなくしなければならないですし、そういった状況がもう目の前に出

てきております。 

 それから、停電の場合も昨年は早い時期で電源が復旧しましたので、１日半でしたか、

１日でしたかで復旧しましたが、それについても停電時の非常発電機を用意しなければな

らないというふうに考えておりますので、そういったことも今後出費として目の前にぶら

下がっているわけでございますので、私は議会を無視したわけではなくて、そういったこ

とでご協力をいただきたいという思いで今月のこの提案というふうになったわけでござい

ます。 

〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） 先ほどの下水道のときに町長がきっとこの前の委員会で、２月の

ときに十分説明したはずだということだったのですが、もちろん上げる方向では話はあり

ましたが、その当時平山副委員長が今年の１０月消費税アップになる予定ですけれども、

先ほど水道料も一律、要するに２％アップするとのことですが、１２月になったら１２月

の時点でアップしていくのか、それとも来年度からしていくのかという質問がありました。

そのときにきちんと答えていないのです。うちのほうでは増税に対応する対応に関する対

応ということで方向性を出したいという状況ですけれども、詳細な部分については今後内

部で詰めながら進めていきたいと思っておりますと。現時点では具体的な部分は言えない
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状況にあります。今のところです。今年の２月時点では詳細な部分は言えないし、１０月

から上げますとも、２％の分は上げたいのだという意向はもちろん話していますけれども、

最終的に１０月なのか、それとも３月なのか２年後なのか、そういうのは具体的な説明は

言えないと言われたのです。僕が担当の委員会ではなかったので、質疑もできませんでし

たけれども、そういうので、そこで終わっていた段階でもう十分説明していますよ、委員

会でという町長からの説明があったので、自分は納得はいきません。 

 それと、最後にまた平山議員の言葉ですけれども、やっぱり町民の人たちの一番の関心

事ですし、生活に直結しているので、できればアップしていくというのであれば早く町民

の人たちにきちんと説明して、理解してもらえるような対策を立ててほしいというお願い

もして終わっているのです。そのお願い、対策、特に町民への理解とか説明を早くしてほ

しいと。でも、議会に対しても今説明している段階ですし、町長は前々から言っています

という答弁でしたけれども、実際は本当に今議案をもらった時点での審議になっています。

町民に対して説明や理解してもらえるような対策を今年の２月から今まできちんとしてき

たのか、それをきちんとしていないのに今この議案が上がってきたのか、どのような対策

を立てていたのか、町民に対してです。もしそのような対策を行っていたのであれば、具

体的に教えていただきたいなというふうに思います。お願いします。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） ２月でしたか、委員会。そのときと３月の予算委員会ですか、そ

ういった答弁があったにもかかわらず今日の議案提案ということになりまして、大変申し

わけないことだというふうに思います。ちょっと失念したと言うにはお粗末かなと思いま

すが、おわびを申し上げまして、今後そういうことがないようには十分に気をつけたいと

思います。 

〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） 私が最後に聞いた議員のほうから町民の方に早く知らせるなり、

説明するなりの対策に関してお願いというか、要望があったのですけれども、それについ

て行ったのか、それとも行っていないのか質問をしたので、もう一度お願いいたします。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 答弁が漏れていたようで、大変申しわけございません。 

 その部分についても、これからというような考えでおりましたので、担当課ではやって

いなかったと思いますので、おわびを申し上げたいと思います。 

〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） そういう面でも、やはり丁寧にやらないと消費税が上がるから上

がって当然なのだというのではなくて、もう２月の時点からそういう不安に思っています

よという気持ちを伝えているはずなのです。それに対して動いていなかったというのは、

とても残念な気持ちになります。この議案がどうなるかわからないですけれども、これか

らやるということですので、本来であれば議案が通る前にきちんと説明して理解をもらっ
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てという作業、特に町民に直接もですし、議会への説明もきちんとするべきだったのでは

ないかなというふうに思うのですけれども、その辺もう一度いかがでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 町民につきましては、条例等が通らないとできないと私は思いま

すし、議会につきましては早いうちの説明が足りなかったかなと思って訂正といいますか、

おわびを申し上げたいと思います。今後そういうことがないように担当課とも十分協議し

たいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（森  淳君） １０番、村田定人君。 

〇１０番（村田定人君） 今までいろんな質問がありましたけれども、消費税が２％加算

されたらその分の加算されなかったら年間４００万程度の要はマイナスが毎年ずっといく

というのはわかります。ですが、全道レベルにしても全国レベルにしてもかなり高い水道

料金体系で、羽幌の町に住んでいる人方はやっぱり食料品だとか物は例えば苦しいからち

ょっと我慢して安いものを買うとか、そういうこともできますが、水に関してはつないで

水道料金というのはもうその決められた水道料金を払わなければならないという部分でい

きますと、水道料金を下げる企業努力というのですか、そこら辺が私はもっとあるのでは

ないかと。 

 例えば数字の部分で３月の予算委員会のときにもお話ししたのですが、有収率の部分で

これは３０年度のなのですが、全国平均が７８．４％なのに対し、羽幌町は７１．１％、

７．３ポイントも有収率が低いと。この部分だけ見てもこれを１％でも２％でも改善をす

れば、例えば全国平均並みのもし有収率にいくとすれば、１，０００万ぐらいの要は経費

が私は削減されるのではないかと。自分なりに計算したので、間違っていれば訂正します

が、そのぐらい大きなものを今まで２９年度も５．１％という形で出ております。そうい

う部分からいってでもシミュレーションはわかりますし、それから健全経営でいきたいと

いうのもわかりますが、やっぱり町民生活の目線からいくと私はこの水道料金はもう一回

きちんと見直して、そして１０％を掛けてきちんと町民に提示をして納得いく料金体系で

進んでもらいたい、そういうふうなお考えはありませんか。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 改めて基本料金、それから消費税１０％ということで町民に説明

せよということで、これは決まりましたら決まった形で、決まらなければ決まらない形の

中でまた町民の方にご説明をしなければならないかなというふうに思っております。これ

だけ全員のご意見でございますので。その中で有水率のお話が出ましたので、これについ

ては私議員時代から先輩議員がよく教えてくれたのですけれども、大変低いということで

再三にわたって水道課には是正するような意見を言っておりました。その中で毎年かちょ

っともうわかりませんけれども、隔年かちょっとわかりませんが、下水上水事業で漏水検

査等を業者に委託してやってきているということもございますので、その辺は担当課長か

ら数字をちょっとご紹介させていただきたいと思いますので。 
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〇議長（森  淳君） 上下水道課長、渡辺博樹君。 

〇上下水道課長（渡辺博樹君） お答えします。 

 先ほど議員おっしゃるとおり有収率低い状況であります。ただ、私ども常日ごろ状況の

把握ですとか原因究明しているわけでありまして、当然漏水が発見されれば直ちに修繕し

ますし、今年度もちょっとこれからになるのですけれども、川北地区の漏水調査を実施し

ますので、そういう部分で一つ一つ改善しながらこの率は高めていきたいというふうに考

えています。 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 １番、金木直文君。 

〇１番（金木直文君） 私は反対をいたします。 

 剰余金の金額をお聞きしたところ３億円ほどがあるということですし、向こう半年ある

いは１年ぐらいの猶予を持ってこういった料金の状況を見直しをしながらしっかりと対策

を立てる、そして住民の皆さんにもこれだけの検討、これだけの努力をしたという結果で

何％にしたい、幾らにしたいということを申し上げていくべきであるということで、私は

今時点ですぐ１０％に引き上げになったから、即それに合わせてということについては反

対をいたします。 

〇議長（森  淳君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第４９号を採決します。 

 反対討論がありましたので、この採決は起立によって行います。 

 議案第４９号 羽幌町水道事業給水条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇議長（森  淳君） 起立がありませんでした。 

 したがって、議案第４９号 羽幌町水道事業給水条例の一部を改正する条例は否決され

ました。 

 昼食のため暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時４６分 

再開 午後 １時００分 

 

〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

    ◎議案第５２号の撤回 
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〇議長（森  淳君） 次に、町のほうから申し出がありまして、否決された議案第四十

……暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時００分 

再開 午後 １時００分 

 

〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 さきに否決された議案第４９号 羽幌町水道事業給水条例の一部を改正する条例に関連

する議案第５２号 令和元年度羽幌町水道事業会計補正予算（第１号）について町長より

撤回の申し出がありましたので、これを許します。 

 

    ◎議案第５０号～議案第５１号 

〇議長（森  淳君） 次に、日程第１２、議案第５０号 令和元年度羽幌町一般会計補

正予算（第３号）、日程第１３、議案第５１号 令和元年度羽幌町介護保険事業特別会計

補正予算（第２号）、以上２件を一括議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） ただいま提案となりました各会計の補正予算につきまして、その

提案理由をご説明申し上げます。 

 初めに、一般会計について、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ９６０万８，０００

円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ６８億８８８万１，０００円とするものであ

ります。 

 補正をいたします主な内容を申し上げます。歳出において２款総務費、財産管理費にお

いて財政調整基金積立金１，６２９万６，０００円の増額は、地方財政法に基づく前年度

余剰金の２分の１を下らない金額のほか、保有する優先株の一部について発行元が特約に

基づき買い戻すことにより発生する収入額相当分を基金に積み立てるものであります。 

 次に、３款民生費、児童福祉費において保育システム改修業務委託料５５２万２，００

０円、施設等利用費負担金７７９万８，０００円の増額は、いずれも幼児教育及び保育の

無償化に伴うものであり、財源につきましてはシステム改修費用については全額国庫補助

金で賄われ、施設等利用費負担金については増額相当分に対し、地方特例交付金が交付さ

れるものであります。 

 同じく児童措置費において児童手当交付金（国庫）返還金４１６万円の増額は、前年度

の国庫交付金額確定に伴うものであります。 

 次に、８款土木費、道路維持費において備品購入費５，２０２万３，０００円の減額は、

補助採択額の減少により除雪車両１台分の購入を見送ったことによるものであります。 

 次に、９款消防費において北留萌消防組合負担金６４６万７，０００円の増額は、消防
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署所管の電子サイレン設備の一部について定期点検の結果、早期の改修が必要となったほ

か、国庫補助金を活用し消防団装備を整備することから増額するものであります。歳入に

つきましては、それぞれの事業に係る特定財源が増減しているほか、不足いたします２，

８８３万２，０００円につきましては前年度繰越金を充てております。 

 以上で一般会計を終わり、次に介護保険事業特別会計の補正につきましてご説明申し上

げます。 

 既定の予算総額に歳入歳出それぞれ９２２万３，０００円を追加し、予算の総額を歳入

歳出それぞれ１０億５，３８７万６，０００円とするものであります。 

 補正をいたします内容は、前年度の介護保険給付費の確定に伴い公費負担分等の返還金

を増額するものであり、財源につきましては前年度繰越金を充てております。 

 以上が今回補正をいたします予算の主な内容であります。よろしくご審議の上ご決定賜

りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。 

〇議長（森  淳君） 次に、財務課長から内容説明を求めます。 

 財務課長、大平良治君。 

〇財務課長（大平良治君） それでは、私から内容をご説明いたします。 

 一般会計の４ページをお開き願います。第２表、債務負担行為補正でありますが、総合

体育館の指定管理料について消費税増税に伴い増額見込みとなりますことから、限度額を

変更するものであります。 

 １３ページをお開き願います。２款総務費、財政管理費においてシステム改修業務委託

料３９万６，０００円の増額は地方自治法施行規則の改正に伴い財務会計システムの改修

を行うものであります。 

 １４ページをお開き願います。戸籍住民基本台帳費において、留萌地域戸籍業務電算共

同化事業負担金１４９万１，０００円の減額は、事業費の確定に伴う負担金の減額であり

ます。 

 次に、３款民生費、社会福祉費においてシステム改修業務委託料２８万６，０００円の

増額は、就学前障がい児に係る発達支援の無償化に伴い障害者自立支援給付審査支払シス

テムの改修を行うものであります。 

 同じく、償還金利子及び割引料１６９万７，０００円の増額は、障害者医療給付費等に

係る前年度の国及び道負担金の額確定による返還金であります。 

 同じく、地域福祉基金積立金５万円の増額は、福祉寄附金の増額分を基金へ積み立てる

ものであります。 

 １５ページをごらん願います。児童福祉費において償還金利子及び割引料１０６万５，

０００円の増額は、子育て支援対策事業に係る前年度の国庫交付金及び国庫負担金の額確

定による返還金であります。 

 １６ページをお開き願います。４款衛生費、環境衛生費の補正は、環境基本計画推進事

業の一環として実施している生物多様性保全推進支援事業補助に対し、いきいきふるさと
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推進事業助成金が交付されたことに伴う財源更正であります。 

 次に、７款商工費、観光費において漂流物処理委託料１０３万７，０００円の減額は、

業務完了に伴うものであり、当該業務に対し道補助金が交付されたことから財源更正も行

っております。 

 １８ページをお開き願います。１０款教育費、体育施設費において武道館運営事業１０

２万９，０００円の増額は、新武道館の完成時期延期により現武道館の使用期間を年度末

まで延長することから必要な維持管理経費を増額するものであります。 

 同じく、総合体育館指定管理料１７万７，０００円の増額は、消費税増税に伴うもので

あります。 

 以上が一般会計の補正内容でありますが、介護保険事業特別会計の補正内容につきまし

ては、町長からの提案理由の説明をもちまして説明は省略をさせていただきます。よろし

くご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） お諮りします。 

 審議の方法については、各会計ごとに歳入歳出予算、債務負担行為及び地方債一括して

質疑を行い、それぞれ討論、採決の順に従い、審議を進めることにしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように進めることに決定しました。 

 これから議案第５０号 令和元年度羽幌町一般会計補正予算（第３号）について歳入歳

出予算、債務負担行為及び地方債一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第５０号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５０号 令和元年度羽幌町一般会計補正予算（第３号）は原案のと

おり可決されました。 

 次に、議案第５１号 令和元年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて歳入歳出予算一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第５１号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５１号 令和元年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算（第２

号）は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎同意第２号 

〇議長（森  淳君） 次に、日程第１５、同意第２号 羽幌町教育委員会委員の任命に

ついてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 同意第２号 羽幌町教育委員会委員の任命について、提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 住所、苫前郡羽幌町北５条１丁目２番地の２、氏名、佐藤善昭、生年月日、昭和３９年

５月４日生まれ、５５歳。 

 現委員であります佐藤善昭氏が令和元年１０月２４日付をもちまして任期満了となるた

め、氏の人格、識見から引き続き教育行政にご尽力をいただきたいため、羽幌町教育委員

会委員としてご同意を賜りたく、ご提案を申し上げた次第でございます。 

 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせて

いただきます。 

〇議長（森  淳君） これから同意第２号 羽幌町教育委員会委員の任命について質疑

を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。 

 これから同意第２号を採決します。 

 お諮りします。本案は、同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、同意第２号 羽幌町教育委員会委員の任命については同意することに決定

しました。 
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    ◎認定第１号～認定第８号、発議第１４号 

〇議長（森  淳君） 日程第１６、認定第１号 平成３０年度羽幌町一般会計歳入歳出

決算認定について、日程第１７、認定第２号 平成３０年度羽幌町国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算認定について、日程第１８、認定第３号 平成３０年度羽幌町後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算認定について、日程第１９、認定第４号 平成３０年度羽幌

町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２０、認定第５号 平成３０

年度羽幌町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２１、認定第６号 平

成３０年度羽幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２２、認定第

７号 平成３０年度羽幌町港湾上屋事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２３、

認定第８号 平成３０年度羽幌町水道事業剰余金の処分及び決算認定について、日程第２

４、発議第１４号 羽幌町各会計決算特別委員会の設置並びに委員の選任について、以上

９件を一括議題とします。 

 先に、認定第１号から認定第８号までの提案理由の説明を求めます。 

 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 平成３０年度羽幌町各会計の決算認定をご提案するに当たりまし

て、その概要をご説明いたします。 

 資料につきましては、羽幌町各会計決算認定資料に基づきご説明いたします。一般会計

では、歳入決算額６２億８，２２２万５，０２４円、歳出決算額６２億３，９２１万６９

２円、差し引き余剰金４，３０１万４，３３２円となっております。 

 では、初めに歳入の主なものについてご説明いたします。収入の約５割を占める地方交

付税は約３０億２，０９３万円、前年度対比４，３４９万円、１．４％の減となっており、

単位費用の減額が主なものであります。町税については約７億８８７万円、前年度対比２

９９万円、０．４％の増となっており、町民税の増額が主なものであります。国庫支出金

は羽幌小学校改築事業などで約２億９，１０２万円の減額、道支出金は漁業振興施設整備

事業などで約２，８００万円の増額となっております。歳入決算額では約６２億８，２２

３万円となり、前年度対比約６億４，２３７万円、９．３％の減となっております。 

 次に、歳出でありますが、主な経費の内容についてご説明いたします。投資的経費で約

７億９，７６０万円、前年度対比２億８，８７２万円の減となっておりますが、事業の完

了などにより減少したものは、バラ園再整備工事、農村公園遊具更新工事、教職員住宅建

設事業、羽幌小学校改築事業、天売高等学校学生寮用地、建物購入などであります。一方、

増加したものは産業廃棄物埋立処理場適正化事業、漁業振興施設整備事業、橋梁長寿命化

事業、道路維持車両整備事業、公民館施設管理事業として大ホール舞台照明調光盤、照明

器具更新工事、武道館建て替え事業などが主なものであります。人件費は約１０億６，３

０８万円、前年度対比１，４８０万円の増、公債費は約８億３，５９３万円、前年度対比

３，８５０万円の増となっております。歳出決算額では約６２億３，９２１万円となり、

前年度対比約６億５，０４５万円、９．４％の減となっております。 
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 次に、特別会計でありますが、担当課長から説明をさせますので、私からの説明は省略

をさせていただきます。 

 続きまして、水道事業会計をご説明いたします。収益的収支の収入では、給水人口の減

少はあったものの営業用の使用水量の大幅な増により有収水量が０．２％の増となり、２

９年度と営業収益を比べますと１７４万８，７４５円の増額となっております。一方、支

出においても営業費用において配水及び給水費における工事請負費の増などにより支出全

体で１，４１８万５，２９３円の増額となり、結果損益計算書では５，１２９万８３円の

純利益が生じたところであります。資本的支出では、浄水場受配電設備更新工事など建設

改良費で１億３，９６２万２，０００円、企業債償還金が５，４７２万７，３２４円で、

支出総額は１億９，４３４万９，３２４円となっております。これに対して収入がありま

せんので、不足額の全額につきましては減債積立金及び留保資金等で補填したものであり

ます。 

 次に、普通会計の財政指標等の状況についてご説明いたします。まず、財政構造の弾力

性を示します経常収支比率は８６．６％であり、前年度より１．９ポイント増加しており、

公債費や繰出金の増加が主なものであります。また、地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律に基づく健全化判断比率及び公営企業会計に係る資金不足比率につきましては、こ

のたびの議会に報告しているとおりでありますが、実質公債費比率については１０．９％、

将来負担比率は１６．１％といずれも早期健全化基準を下回り、財政状況は健全であるこ

とをあらわしているものであります。 

 以上、平成３０年度各会計の決算概要をご説明いたしましたが、我が国の景気は緩やか

に回復していると言われているものの、地方の経済は依然として厳しい状況で推移してい

ることから、今後も羽幌町総合振興計画や羽幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略、公共

施設マネジメント計画等をもとに計画的かつ効果的な行財政運営を推進し、住民サービス

の向上や地域経済の活性化を促進するとともに、新たな行政需要など情勢の変化にも的確

に対応できるよう将来を見据えた健全財政の堅持に努めてまいりますので、よろしくご審

議くださいますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。 

〇議長（森  淳君） 次に、発議第１４号の提案理由は、平成３０年度羽幌町各会計の

決算を審査するため特別委員会を設置しようとするものであります。 

 お諮りします。ただいま一括議題となっております認定第１号から認定第８号について

は、発議第１４号により、羽幌町議会委員会条例第４条の規定に基づき、全員の議員をも

って構成する羽幌町各会計決算特別委員会を設置し、同委員会に付託の上、審査すること

にいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第１４号は全員の議員をもって構成する羽幌町各会計決算特別委員会

を設置し、これに付託し審議することに決定しました。 
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 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時２５分 

再開 午後 １時２６分 

 

〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 決算特別委員会の正副委員長の互選の結果、委員長に８番、逢坂照雄君、副委員長に２

番、磯野直君と決定したので、報告します。 

 

    ◎休会の議決 

〇議長（森  淳君） お諮りします。 

 各会計決算特別委員会の決算審査のため、これから９月１３日まで休会したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、これから９月１３日まで休会することと決定しました。 

 ただし、会議規則第１０条第３項の規定により、休会中であっても決算特別委員会が終

了次第本会議を開きます。 

 以上で本日の議事日程は全部終了しました。休会して各会計決算特別委員会を開催しま

す。各会計決算特別委員会の審議状況に応じて、終了後速やかに本会議を再開することと

いたします。 

（午後 １時２７分） 

 


